
 
現場環境改善費の改定について 

 

担い手確保の取組として、現場環境をより良くするため、令和 7年５月 1日

より「現場環境改善費」の取扱いを見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜改定内容①＞ ～気持ちよく働くための、より良い現場環境づくり～ 

「現場環境改善費」の対象工事を原則全ての屋外工事とする。  

発注者が必要と認めた工事に適用としていたものを、原則、全ての屋外工事に 

当初設計から率計上する 

 

【ポイント】 

○発注者は当該工事が現場環境改善 

 

○受注者は現場環境改善等の計画を 

施工計画書に記載し、工事完了後 

に実績写真を提出 

真にて提出 

 
＜改定内容②＞ ～猛暑を乗り切るための、熱中症対策のさらなる充実～ 

「現場管理費補正」と「現場環境改善費」の併用を可能とする。

 
【ポイント】費用計上の対象を区別することで、併用が可能となるようにする 

の対象工事である旨を特記仕様書 

に明記 


